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江東区地域振興部
文化観光課文化財係

1

文
化
財
と
い
う
と
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を

お
も
ち
で
す
か
？
そ
の
言
葉
だ
け
で
、
堅
苦

し
く
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
文
化
財
は
地
域
の
歴
史
を
知
る
う

え
で
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。
長
い
時
間

を
「
生
き
抜
い
て
き
た
」
文
化
財
を
、
一
度

じ
っ
く
り
鑑
賞
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

そ
ん
な
文
化
財
の
中
に
は
、
石
に
動
物

を
刻
ん
だ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
形
状
は

様
々
で
す
が
、
た
と
え
ば
庚こ

う

申し
ん

塔と
う

に
刻
ま
れ

た
三
猿
（
見
ざ
る
言
わ
ざ
る
聞
か
ざ
る
）
や

狛こ
ま

犬い
ぬ

な
ど
が
あ
り
、
と
て
も
繊せ

ん

細さ
い

な
細
工
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
細
か
す

ぎ
て
部
分
的
に
崩
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
表
情
や
仕
草
は
と
て
も
愛
ら
し
く
親

し
み
を
感
じ
ま
す
。

庚
申
塔
は
、
地
域
で
庚こ

う

申し
ん

講こ
う

を
営
む
人
々

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
狛
犬
も
地
域

の
人
々
が
奉
納
し
た
も
の
が
多
く
、
神
社
の

拝
殿
前
な
ど
に
対つ

い

で
置
か
れ
て
い
ま
す
。
獅し

子し

や
犬
の
よ
う
に
も
見
え
る
姿
は
、
生
き
て

い
る
か
の
よ
う
な
躍
動
感
が
あ
り
ま
す
。
普

段
は
あ
ま
り
意
識
し
な
く
て
も
、
あ
ら
た
め

て
見
る
と
、
石い

し

工く

職し
ょ
く

人に
ん

の
技
術
の
高
さ
が
わ

か
り
ま
す
。

あ
ま
り
難
し
く
考
え
ず
、
新
し
い
発
見
を

求
め
て
、
ま
ず
は
身
近
に
あ
る
文
化
財
を
楽

し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

文
化
財
を
楽
し
む

○文化財を楽しもう
○絵図から読み解く江東区域
○小名木川の渡船と地域
○城東の村を歩く⑭

亀高村
○資料紹介

絵葉書に見える亀戸天神社の
おみくじ・占いの「自動販売機」

○地域の記憶④
持宝院の入定信仰について

○文化財保護推進員講習会
文化財めぐり
～渋沢栄一と深川の近代産業～

狛犬（左）と庚申塔（いずれも富岡八幡宮境内）狛犬（左）と庚申塔（いずれも富岡八幡宮境内）

を

し も う楽



絵
図
か
ら
読
み
解と

く  

江
東
区
域

2

江
戸
時
代
（
1
6
0
3
〜
1
8
6
7
）

に
江
戸
の
ま
ち
を
描
い
た
絵
図
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
に
、
江
東
区
域
は
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
前
期
・

中
期
・
後
期
の
絵
図
か
ら
、
本
区
の
歴
史
を

探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

前
期
に
つ
い
て
は
、寛か

ん

永え
い

9
年（
1
6
3
2
）

頃
に
成
立
し
た
と
評
さ
れ
る
「
武ぶ

し
ゅ
う
と
し
ま
ご
お
り

州
豊
島
郡

江え
　
ど
　
の

戸〔
庄し

ょ
う〕図ず

」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

図
1
は
、
南
北
に
隅
田
川
、
東
西
に
日
本

橋
川
の
流
れ
が
合
流
す
る
付
近
を
拡
大
し
て

い
ま
す
。
中
央
部
の
縦
長
の
島
は
霊
岸
島（
現

在
の
中
央
区
新
川
）
で
、隅
田
川
の
西
側
（
左

側
）
に
は
寺
院
や
武
家
屋
敷
、
町
場
が
細
か

く
描
か
れ
、
東
側
（
右
側
）
に
は
細
長
く
土

地
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
隅
田
川
河
口
部
の

東
側
に
は
、
寛
永
6
年
（
1
6
2
9
）
に
深ふ

か

川が
わ

猟り
ょ
う
し師

町ま
ち

（
現
在
の
清
澄
・
佐
賀
・
福
住
・

永
代
付
近
）
が
成
立
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

記
述
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
絵
図
か
ら
、

当
時
の
隅
田
川
東
側
は
描
く
対
象
で
は
な

か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

幕
府
は
隅
田
川
の
西
側
を
江
戸
、
東
側
を

村
と
位
置
付
け
支
配
し
ま
し
た
。
の
ち
に
深

川
は
江
戸
の
一
部
と
な
り
ま
す
が
、
中
期
の

正し
ょ
う

徳と
く

3
年
（
1
7
1
3
）
を
待
た
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
図
2
は
17
世
紀

後
半
（
1
6
5
8
〜
82
）
の
頃
に
描
か
れ
た

「
深ふ

か

川が
わ

総そ
う

画が

図ず

」
で
す
。
絵
図
に
描
か
れ
た

小
名
木
川
の
南
側
は
、
か
な
り
の
部
分
が
い

ま
だ
海
面
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

中
期
の
元
禄
12
年
（
1
6
9
9
）
は
、
深

川
開
発
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
画
期
と
い
え
ま

す
。
こ
の
時
期
、
元も

と

木き

場ば

（
図
2
左
端
）
の

町
場
化
が
進
め
ら
れ
、
海
面
部
分
の
埋
立
て

も
始
ま
り
ま
す
。
元
木
場
は
、
寛
永
18
年

（
1
6
4
1
）
に
設
け
ら
れ
た
木
場
で
す
が
、

幕
府
は
そ
こ
を
召
し
上
げ
、
町
場
と
し
て
整

備
し
た
の
ち
町
人
に
払
い
下
げ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
2
年
後
の
元
禄
14
年（
1
7
0
1
）

に
は
、
東
側
に
新
た
な
木
場（
現
在
の
木
場

4
付
近
）
を
設
け
、
仙
台
堀
と
油
堀
を
延
長

す
る
こ
と
で
隅
田
川
か
ら
の
水
路
を
繋つ

な

げ
ま

し
た
（
本
誌
2
8
1
号
参
照
）。
11
年
後
の

正
徳
2
年
（
1
7
1
2
）
に
描
か
れ
た
「
分ぶ

ん

間け
ん

江え

戸ど

大お
お

絵え

図ず

」（
図
3
）
に
は
、
南
部
一
帯

が
埋
め
立
て
ら
れ
、「
永え

い

代た
い

嶋じ
ま

新し
ん

築つ
き

地じ

」
と
な

り
、
西
隣
り
に
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
木

置
場
「
永
代
嶋
木
場
」
の
文
字
も
見
え
ま
す
。

最
後
に
図
4
で
す
。
こ
れ
は
、
安
政
5

年
（
1
8
5
8
）
の
「
本
所
深
川
絵
図
」
で
、

後
期
か
ら
幕
末
頃
の
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

中
期
に
元
木
場
が
町
場
化
さ
れ
、
南
側
の
海

面
部
分
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
と
、
町
場
の
深

川
地
域
と
17
世
紀
中
期
頃
に
は
開
発
が
は
じ

ま
り
農
村
地
帯
を
形
成
し
た
城じ

ょ
う
と
う東

地
域
（
東

側
）
の
砂
村
新
田
が
よ
う
や
く
一
体
化
し
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
地
帯
に
新
た
に
生

ま
れ
た
土
地
に
も
大
名
屋
敷
や
耕
地
が
開
発

さ
れ
、
町
や
村
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
図
に
は
様
々
な
情
報
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
た

情
報
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
江
東
区
の
歴
史

を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
た
い
で
す
ね
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

（図1）寛永9年 武州豊島郡江戸〔庄〕図（部分）
（国立国会図書館蔵）

（図2）万治元～天和2年 深川総画図（深川江戸資料館蔵）

（図3）正徳2年 分間江戸大絵図（国立国会図書館蔵）

（図4）安政5年 本所深川絵図
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小
名
木
川
の
渡
船
と
地
域

3

江
戸
時
代
の
渡と

船せ
ん

場ば

図
1
は
、
五
本
松
（
猿
江
2
︱
16
）
を
左

手
に
見
な
が
ら
、
小
名
木
川
を
東
方
向
に
望

ん
だ
も
の
で
す
。
北
岸
の
行
徳
道
を
進
ん
で

大
島
橋
を
渡
る
と
、
釜か

ま

六ろ
く

・
釜か

ま

七し
ち

で
有
名
な

鋳い

物も
の

所じ
ょ

「
釜
屋
」（
大
島
1
︱
1
）
が
あ
り

ま
す
。

釜
屋
前
の
河
岸
に
は
停
泊
す
る
荷
船
が
何

艘そ
う

か
見
え
ま
す
（
図
2
）。
江
戸
時
代
、
こ

の
あ
た
り
に
は
弥や

兵へ

衛え

渡わ
た
し

が
あ
り
、
荷
船
の

手
前
で
河
岸
の
上
が
り
場
に
着
け
よ
う
と
す

る
船
の
様
な
渡
し
の
風
景
が
見
ら
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
大
横
川
以
東
の
小
名
木
川
に
は

橋
が
無
く
、
渡
し
船
は
地
域
に
と
っ
て
大
事

な
交
通
手
段
で
し
た
。
こ
の
他
、
小
名
木
川

に
は
治じ

兵へ

衛え

渡わ
た
し

、
長ち

ょ
う

兵べ

衛え

渡わ
た
し

が
あ
り
ま
し
た
。

小
名
木
川
渡
船
の
性
格

小
名
木
川
の
渡
船
場
は
、
表
の
よ
う
に
明

治
5
年
（
1
8
7
2
）時
点
で
も
江
戸
時
代
と

変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
同
9
年
の
東
京
府
に
よ

る
調
査
で
は
小
名
木
川
釜
屋
渡
・
同
下
之
渡
・

同
又ま

た

兵べ

衛え

渡わ
た
し

と
な
っ
て
い
ま
す
。
翌
10
年
の

「
東
京
府
統
計
表
」
に
記
載
の
航
路
か
ら
見
て

江
戸
時
代
か
ら
の
連
続
性
が
う
か
が
え
ま
す
。

他
に
小
名
木
川
渡
が
あ
り
、

後
の
上
ノ
渡
に
あ
た
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

明
治
9
年
の
調
査
は
、
渡

船
場
を
国
道
県
道
に
係
る
渡

船
場
・
作
場
渡
船
・
営
業
渡

船
場
に
分
け
て
い
ま
す
。
作

場
渡
と
は
、
対
岸
の
耕
地
へ

往
来
す
る
た
め
の
農
耕
用
渡

船
で
す
。
小
名
木
川
の
渡
船

場
は
、
営
業
渡
船
場
の
一
覧

中
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、「
作

場
渡
ニ
類
ス
ル
モ
ノ
」
と

あ
っ
て
、
営
業
渡
船
な
の
か

作
場
渡
な
の
か
「
不
分
明
」

な
渡
船
場
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
か
、
他

の
営
業
渡
船
の
よ
う
に

賃
銭
が
明
示
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

営
業
渡
船
へ
の
転
換

明
治
14
年
4
月
1

日
、
釜
屋
渡
を
営
む
上

大
島
町
の
小
幡
貞
次
郎
は
営
業
渡
船
の
許
可

を
東
京
府
に
申
請
し
て
い
ま
す
（〔
釜
屋
渡
船

場
許
可
書
〕）。
そ
の
願
書
に
は
、
釜
屋
渡
は

元
禄
年
間
（
1
6
8
8
〜
1
7
0
4
）
よ
り

農
事
に
使
用
し
て
き
た
が
、
付
近
に
橋
が
無

い
た
め
に
依
頼
を
受
け
て
渡
す
こ
と
が
少
な

く
な
い
の
で
、
庶
民
通
行
の
便
利
の
た
め
に

賃
銭
を
請
求
す
る
普
通
の
渡
船
に
改
め
て

営
業
し
た
く
、
許
可
の
上
で
掲
示
札
を
下

げ
渡
し
て
も
ら
い
た
い
と
あ
り
ま
す
。
申

請
は
4
月
11
日
に
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
営
業
渡
船
へ
の
転
換
は
、

近
郊
農
村
と
し
て
野
菜
の
生
産
地
で
あ
っ

た
城
東
地
域
が
明
治
末
年
に
か
け
て
近
代

的
諸
工
業
用
地
と
し
て
変へ

ん

貌ぼ
う

し
て
行
く
中

で
、
通
行
量
の
増
加
と
市
街
地
化
を
背
景

に
行
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
名
木
川
沿
い
へ
の
大
・
中
工
場
の
進

出
は
、
明
治
20
年
に
釜
屋
裏
（
大
島
1
︱

2
）
に
創
立
し
た
東
京
人
造
肥
料
会
社
を

は
じ
め
と
し
、
同
30
年
前
後
に
本
格
化
し

ま
す
。
よ
っ
て
釜
屋
渡
は
工
業
用
地
化
の

波
が
来
る
前
に
営
業
渡
船
化
し
た
こ
と
に

な
る
た
め
、
違
う
角
度
か
ら
そ
の
背
景
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

渡
船
場
を
取
り
巻
く
地
域
の
様
子

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
名
木
川

の
渡
船
場
で
は
す
で
に
賃
銭
を
取
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
10
年
「
東
京

府
統
計
表
」
に
は
、
1
人
に
つ
き
賃
銭
が

釜
屋
渡
と
下
ノ
渡
で
1
厘
5
毛
、
又
兵
衛
渡

で
1
厘
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

小
名
木
川
沿
岸
、
と
く
に
北
岸
の
行
徳
道

沿
い
の
上
大
島
町
や
下
大
島
町
あ
た
り
は
江

戸
時
代
か
ら
町
場
化
し
て
い
ま
し
た
。
釜
屋

渡
の
小
幡
家
は
鋳い

物も

師じ

の
初
代
が
釜
七
に
呼

ば
れ
て
上
大
島
町
に
居
住
し
ま
す
が
、
初
代

の
妻
が
人
馬
の
往
来
が
激
し
い
こ
と
に
着
目

し
て
天
保
14
年
（
1
8
4
3
）
に
茶
屋
を
始

め
た
と
い
い
ま
す
（『
昭
和
62
年
度
江
東
区

民
俗
調
査
報
告
』）。
明
治
9
年
の
調
査
で
小

名
木
川
の
渡
船
が
「
作
場
渡
ニ
類
ス
ル
モ
ノ
」

と
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
渡
船

場
を
取
り
巻
く
地
域
は
、
同
10
年
時
点
に
は

賃
銭
を
取
っ
て
渡
し
を
行
い
う
る
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

明
治
9
年
8
月
12
日
、
東
京
府
は
旧
習
の

ま
ま
で
あ
る
府
下
の
渡
船
場
の
状
態
を
改
め

る
た
め
、
書
式
を
統
一
し
た
賃
銭
掲
示
を
徹

底
さ
せ
る
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
（「
東
京

府
布
達
全
書
」）。
営
業
渡
船
か
作
場
渡
か「
不

分
明
」
な
渡
船
場
は
、
そ
の
在
り
方
を
い
ず

れ
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
同

14
年
の
釜
屋
渡
の
営
業
渡
船
許
可
申
請
は
渡

船
の
在
り
方
を
定
め
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

な
お
、
又
兵
衛
渡
（
草
屋
渡
）
で
も
明
治

17
年
8
月
21
日
に
営
業
渡
船
へ
の
転
換
を
申

請
し
て
お
り
（
斎
藤
家
文
書
）、
そ
の
願
書

の
様
式
・
文
言
は
釜
屋
渡
と
同
様
で
し
た
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

栗
原 

修
）

図1　『江戸名所図会』小名木川五本松
　（天保5･7年〈1834･36〉） 

図2　釜屋前の河岸（図1拡大）

表　明治初年の小名木川の渡船　※明治9年｢渡船願｣は『近代東京の渡船と一銭蒸汽』（東京都）による
明治5｢東京府志料｣ 明治9｢渡船願」 明治10｢東京府統計表｣ 航路

小名木川渡 (上ノ渡 ※明治11統計表) 八右衛門新田（扇橋2）〜深川猿江町（猿江2）
弥兵衛渡 小名木川釜屋渡 釜屋渡 深川上大島町（大島1）〜八右衛門新田（北砂1）
治兵衛渡 小名木川下之渡 下ノ渡 深川下大島町（大島4）〜治兵衛新田（北砂3）
長兵衛渡 小名木川又兵衛渡 又兵衛渡 小名木村（大島8）〜又兵衛新田（東砂2）



亀 

高 

村

亀 

高 

村

か
め

た
か

む
ら

城
東
の
村
を
歩
く
⑭

城
東
の
村
を
歩
く
⑭

4

ま
ず
は
、
文ぶ

ん

政せ
い

11
年
（
1
8
2
8
）
に
成

立
し
た
『
新し

ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』（
以
下
『
風

土
記
稿
』）
か
ら
村
の
概
要
を
見
る
こ
と
に

し
ま
す
。
同
書
は
、
武
蔵
国
（
現
在
の
東
京
・

埼
玉
の
大
部
分
・
神
奈
川
の
一
部
）
の
村
々

か
ら
書
き
上
げ
ら
れ
た
村
の
概
要
を
幕
府
が

編へ
ん

纂さ
ん

し
た
も
の
で
す
。

そ
こ
に
記
さ
れ
た
村
の
言
い
伝
え
に
よ
る

と
、
亀
高
村
（
現
在
の
北
砂
4
・
5
付
近
）

は
、
昔
は
小
名
木
川
沿
い
の
亀
戸
新
田
と
境

川
沿
い
の
高
橋
新
田
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た

が
、
い
ず
れ
も
治
郎
兵
衛
が
名
主
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
の
ち
一
村
に
な
っ
た
と
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
、両
方
の
村
名
の
一
文
字
を
と
っ

て
亀
高
村
と
し
た
よ
う
で
す
。
文
政
当
時
の

家
数
は
72
軒
。
元げ

ん

禄ろ
く

8
年
（
1
6
9
5
）
の

幕
府
の
検
地
に
基
づ
き
、
農
業
生
産
高
を
記

し
た
『
元げ

ん

禄ろ
く

郷ご
う

帳ち
ょ
う』

で
は
、村
の
生
産
高
（
以

下
「
村
高
」）
は
4
9
3
石
余
で
、
村
名
の

肩
書
に
は
「
古

い
に
し
えは
亀
戸
新
田
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

ホ
ウ
ロ
ク
島
耕
地

『
風
土
記
稿
』
に
は
、
2
つ
の
興
味
深
い

記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
「
ホ
ウ
ロ

ク
島
耕
地
」
で
す
。
文
政
当
時
、
小こ

名な

（
字あ

ざ

名め
い

）
と
し
て
残
っ
て
い
た
そ
の
場
所
は
、
村

の
東
に
位
置
し
た
荻
新
田
と
の
境
に
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
名
は
、
古
く
か
ら

区
内
に
存
在
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
（
17
世
紀
中
ご
ろ
）
に
成

立
し
た
『
武む

蔵さ
し

田で
ん

園え
ん

簿ぼ

』（
以
下
『
田
園
簿
』）

は
、
当
時
の
村
高
を
ま
と
め
た
帳
簿
で
す
。

そ
の
な
か
に
登
場
す
る
江
東
区
域
の
村
は
、

北
十
間
川
の
南
に
位
置
し
た
「
亀
戸
村
」
を

除
け
ば
、小
名
木
川
北
部
で
深
川
神
明
宮
（
森

下
1
︱

3
︱

17
）
付
近
に
あ
っ
た
「
深ふ

か

河が
わ

村む
ら

」

と
小
名
木
川
南
東
部
に
あ
っ
た
「
宝ほ

う

六ろ
く

嶋じ
ま

海う
み

辺べ

新し
ん

田で
ん

」の
2
ヶ
村
だ
け
で
し
た
。
こ
の「
宝

六
嶋
」
の
名
が
亀
高
村
の
小
名
「
ホ
ウ
ロ
ク

島
耕
地
」
と
し
て
残
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

そ
の
宝
六
嶋
海
辺
新
田
は
、『
田

園
簿
』
に
村
高
1
2
6
0
石
余
と

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
小
名
の
残
る

亀
高
村
の
村
高
は
、
先
述
の
通
り

4
9
3
石
余
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

宝
六
嶋
海
辺
新
田
の
内
に
は
、
亀
高

村
の
ほ
か
江
戸
時
代
の
早
い
時
期
に

海
沿
い
に
開
発
さ
れ
た
、
複
数
の
新

田
村
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
総
称

を
「
宝
六
嶋
海
辺
新
田
」
と
唱
え
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
は
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
で
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
ホ
ウ

ロ
ク
島
耕
地
」
の
小
名
の
存
在
が
、

実
態
の
わ
か
ら
な
い
「
宝
六
嶋
海
辺

新
田
」
解
明
の
手
掛
か
り
に
な
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

将
軍
の
御
成
り

も
う
一
つ
の
興
味
深
い
こ
と
は
、
8
代
将

軍
徳
川
吉
宗
が
元げ

ん

文ぶ
ん

3
年
（
1
7
3
8
）
11

月
12
日
に
こ
の
付
近
に
御お

成な

り
の
際
、
次
郎

兵
衛
宅
へ
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
記
述
で
す
。

幕
府
編
纂
の
『
徳と

く

川が
わ

実じ
っ

紀き

』
に
は
、「
十
二

日　

西
葛
西
の
地
に
御ご

放ほ
う

鷹よ
う

あ
り
」
と
見
え
、

鷹
狩
り
で
こ
の
付
近
に
来
た
こ
と
は
間
違
い

な
さ
そ
う
で
す
。

『
風
土
記
稿
』
に
よ
れ
ば
、
次
郎
兵
衛
は
、

亀
高
村
の
村
民
で
齢
82
歳
。
子
供
は
早そ

う

世せ
い

し

ま
し
た
が
、
孫
が
い
た
こ
と
か
ら
、
吉
宗
は

次
郎
兵
衛
の
名
前
を
歳
の
数
の
「
八や

そ

じ

十
二
」

に
改
め
隠
居
し
、
孫
を
次
郎
兵
衛
と
す
る
よ

う
仰お

お

せ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、

元
文
5
年
（
1
7
4
0
）
10
月
18
日
の
本
所

で
の
鷹
狩
り
、
寛か

ん

保ぽ

元
年
（
1
7
4
1
）
11

月
21
日
（
27
日
の
本
所
で
の
鷹
狩
り
の
こ
と

か
）
の
御
成
り
の
際
に
も
同
家
に
立
ち
寄
っ

た
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
寛

保
元
年
11
月
の
記
述
に
は
、
江
戸
城
へ
の
還か

ん

御ぎ
ょ

の
途
中
に
再
び
立
ち
寄
っ
た
際
、
入
手
し

た
鶴
の
「
鶴
血
酒
」
を
賜
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

同
家
で
は
、
そ
の
後
も
代
々
次
郎
兵
衛
を
名

乗
り
、
村
の
名
主
を
勤
め
ま
し
た
。

『
風
土
記
稿
』
は
、
吉
宗
の
御
成
り
か
ら

90
年
ほ
ど
も
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
編
纂
物
で

す
。
そ
の
内
容
に
盛
り
込
ま
れ
た
伝
承
の
記

述
は
、
村
や
家
に
伝
わ
る
記
録
や
口く

伝で
ん

な
ど

の
由
緒
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
、
次
郎
兵
衛
か

ら
「
八
十
二
」
に
改
名
し
た
下く

だ

り
な
ど
、
そ

の
真し

ん

偽ぎ

に
は
慎
重
な
対
応
が
必
要
と
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
、

村
で
の
名
主
次
郎
兵
衛
家
の
権
威
を
高
め
た

と
す
れ
ば
、
こ
と
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
村

社
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
う
え
で
、
一
定
程

度
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
換
言
す

れ
ば
、
亀
高
村
の
村
政
を
運
営
す
る
う
え
で
、

名
主
次
郎
兵
衛
家
は
こ
の
よ
う
な
権
威
も
必

要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

天保11年（1840） 深川十万坪より中川海手迄（国立国会図書館蔵）

小名木川

境川



絵
葉
書
に
見
え
る

亀
戸
天
神
社
の
お
み
く
じ・占
い
の「
自
動
販
売
機
」

資料
紹介

5

近
代
に
発
行
さ
れ
た
亀
戸
天
神
社
の
絵
葉

書
の
中
に
は
、自
動
販
売
機
（
以
下
、自
販
機
）

が
写
り
込
ん
で
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
当

係
で
は
自
販
機
が
写
る
絵
葉
書
を
12
枚
所
蔵

し
て
い
ま
す
（
う
ち
4
枚
は
同
内
容
）。
こ

れ
ら
の
絵
葉
書
を
見
る
と
、
2
種
3
形
態
の

自
販
機
が
心
字
池
中
の
島
北
東
の
同
じ
場
所

に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

今
回
、
こ
れ
ら
自
販
機
が
扱
っ
て
い
る
も

の
や
設
置
期
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

金
水
堂
製
の
「
自
働
易
断
箱
」

写
真
1
は
側
面
に
「
内
務
省　

□
□
□

□　

ふ
し
ぎ
と
あ
た
る　

金
水
堂
の
う
ら
な

い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
金き

ん

水す
い

堂ど
う

製
の
自

販
機
に
つ
い
て
は
、
明
治
41
年
（
１
９
０
８
）

6
月
8
日
付
の
読
売
新
聞
に
、「
面
白
い
自じ

働ど
う

易え
き

断だ
ん

箱ば
こ

︱
山
田
金
水
堂
の
発
明
︱
」
と
い

う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
次
の
と
お
り

詳
細
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

明
治
34
年
（
1
9
0
1
）
頃
、
芝し

ば

愛あ
た

宕ご

下し
た

町ち
ょ
うの

金
水
堂
山
田
易え

き

院い
ん

に
遠
方
か
ら
訪
れ

る
客
が
多
く
、
時
間
に
制
限
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
自
販
機
を
各
所
に
置
く
こ
と
を
思

い
つ
き
発
明

②  

「
初
め
は
（
東
京
）
市
中
各
区
の
要
所
」

に
34
〜
35
個
設
置
し
た
と
こ
ろ
好
評

③ 

欠
点
が
多
か
っ
た
た
め
改
良
を
加
え
、「
山

田
式
自
働
機
」
と
い
う
名
で
専
売
特
許
を

得
た

④  

「
今
で
は
板
橋
、
品
川
、
淀
橋
、
亀
井
戸

4

4

4

、

千
住
、
川
崎
辺
の
郡
部
」
や
台
湾
、
ハ
ワ

イ
な
ど
海
外
に
も
設
置

⑤  

箱
の
数
は
全
体
で
1
4
0
0
〜
1
5
0
0

あ
り
、
そ
の
中
で
東
京
市
内
が
7
0
0
〜

8
0
0
を
占
め
る

山
田
群
玉
『
墨ぼ

く

色し
ょ
く

稽け
い

疑ぎ

』（
金
水
堂
山
田

易
院
出
版
部
、
大
正
6
年
）
に
所
収
さ
れ
た
、

群
玉
の
俳
諧
の
門
人
・
庄

し
ょ
う

司じ

瓦が

全ぜ
ん（
1
8
7
4

〜
1
9
4
1
）
に
よ
る
「
群
玉
山
田
先
生
小

伝
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

⑥  

「
金
水
堂
先
生
は
慶け

い

応お
う

三
年
三
月
二
十
四

日
京
橋
区
西に

し

紺こ
う

屋や

町ち
ょ
うに

生
る
、

先
生
姓
は
山
田
氏
、
通
称
を
廣

吉
と
云
い
、
群
玉
と
号
す
、
金

水
堂
は
其
易
院
の
名
な
り
」

⑦ 

「
函
に
口
あ
り
一
銅
を
投
ず

れ
ば
忽
然
と
し
て
一
占
箋
を

得
、
六
十
四
卦
得
る
」

①
〜
⑦
を
ま
と
め
る
と
、
山

田
群
玉
（
1
8
6
7
〜
？
）
が

主
宰
し
、
芝
区
愛
宕
下
町
1
丁

目
4
番
地
（
現
港
区
新
橋
3
・

4
丁
目
の
一
部
）
に
所
在
し
た

金
水
堂
山
田
易
院
は
、
明
治
34

年
以
降
に
東
京
市
内
各
所
に
自

働
易
断
箱
（
函
）
を
設
置
し
、
そ
の
後
、
亀

戸
な
ど
に
も
置
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
、
同
箱
は
銅
貨
（
一
銭
）
1
枚
を
投
入

す
る
と
「
一
占
箋
」
が
出
て
き
た
よ
う
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
写
真
1
に
写
っ
て
い

る
も
の
が
自
働
易
断
箱
と
確
認
で
き
ま
す
。

十
二
花
堂
商
店
製
の
お
み
く
じ
自
販
機

写
真
2
で
は
「
十
二
花
堂
商
店
」、
同
3

で
は
「
自
動
専
売
□
□
□
□　

十
二
花
堂
商

店
」
と
側
面
に
書
か
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

大
阪
道ど

う

頓と
ん

堀ぼ
り

新し
ん

戎え
び
す

橋ば
し

付
近
（
現
大
阪
市
中
央

区
道
頓
堀
1
・
2
丁
目
）
に
所
在
し
た
十
二

花
堂
商
店
製
の
も
の
と
分
か
り
ま
す
。
同
店

で
は
主
に
花
札
を
製
造
・
販
売
し
て
い
ま
し

た
が
、
お
み
く
じ
及
び
自
販
機
を
製
作
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
文
献
資
料
は
管
見
の

限
り
あ
り
ま
せ
ん
。�

（
8
頁
に
つ
づ
く
）

写真1　絵葉書「東京亀井戸天神」　右：自販機（部分拡大）

写真3　絵葉書「東京亀井戸天神」　右：自販機（部分拡大）

写真2　絵葉書「（東京百景）亀井戸天満宮」
　右上：自販機／右下：日付印（ともに部分拡大）

写真4　
御祖神社発見の十二花堂
商店製のおみくじ自販機
右：正面全体
中央：側面（紀念銘）
左：正面取り出し口
　（御祖神社提供）



6

地
域
の
記
憶
④

持
宝
院
の
入に

ゅ
う

定じ
ょ
う

信
仰
に
つ
い
て

は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
薬
光
山
亀
高
寺
持
宝
院
（
現

北
砂
四
）
は
亀
高
村
に
あ
り
、
亀
戸
村
の
普

門
院
（
亀
戸
三
）
の
末ま

つ

寺じ

で
し
た
。
創
建
年

代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、『
葛
西
志
』
で

は
「
寛
永
三
年
、
開
山
尭
存
法
印
の
起き

り
ゅ
う立

と

い
へ
り
」
と
あ
り
ま
す
。

ご
本
尊
の
「
木
造
弘
法
大
師
坐
像
」（
江

東
区
有
形
文
化
財
〈
彫
刻
〉）
は
、
江
戸
時

代
よ
り
「
厄
除
け
弘
法
大
師
」
と
し
て
信
仰

が
篤あ

つ

く
、
多
く
の
参
詣
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

街
道
沿
い
に
道
標
と
し
て
建
て
ら
れ
た
「
標

柱
」
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

以
前
、「
砂
町
の
講
を
探
る
」（
本
誌
2
9
2

号
）に
て
、同
院
に
見
ら
れ
た
信
仰
と
し
て「
砂

村
大
師
講
」
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
こ

の
他
に
も
持
宝
院
に
は
、
多
く
の
信
仰
の
存

在
を
示
す
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
今
回
は
、元
禄
5
年（
1
6
9
2
）

5
月
18
日
に
入
定
を
果
た
し
た
西さ

い

誉よ

蓮れ
ん

入
に
ゅ
う

法
師
に
関
す
る
文
化
財
に
注
目
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
財
は
、
江
戸
近
郊

農
村
に
お
け
る
入
定
信
仰
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
大
変
貴
重
な
史
（
資
）
料
で
す
。
持
宝

院
第
三
十
七
世
住
職
板
橋
賢
英
氏
へ
の
聞
き

取
り
調
査
を
交
え
て
西
誉
蓮
入
法
師
の
入
定

信
仰
に
ま
つ
わ
る
文
化
財
に
つ
い
て
述
べ
て

い
き
ま
す
。

「
紙
本
墨
画 

西
誉
蓮
入
像
」

図
1
は
、
西
誉
蓮
入
法
師
が
入
定
時
に
自

描
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
紙
本
墨

画 
西
誉
蓮
入
像
」
で
す
（
以
下
、「
自
画
像
」）。

本
画
の
上
部
に
は
「
南
無
阿
彌
陀
佛 

五
月

十
八
日
（
花
押
）」、
さ
ら
に
同
画
を
入
れ
る

箱
の
表
面
に
「
入
定
佛
」、
ま
た
、
箱
内
部

の
底
に
は
「
文
久
三
癸
亥
七
月
廿
日
調

こ
れ
を
ち
ょ
う
す

之　

松
村
町
辰
蔵　

右
箱
寄
附
」
と
墨
書
が
あ
り

ま
す
（
図
2
）。

松
村
町
は
、
日
本
橋
松
村
町
の
代
地
で

あ
っ
た
深
川
の
松
村
町
の
可
能
性
が
高
い
で

す
が
、
ど
ち
ら
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
西
誉
蓮
入
法
師
入
定
縁
起
」

図
3
は
「
西
誉
蓮
入
法
師
入
定
縁
起
」（
以

下
、「
縁
起
」）
で
、
入
定
後
「
百
年
忌
」
と

な
る
寛
政
三
年
（
1
7
9
1
）
に
、
十
六
世

住
職
永
尊
の
発ほ

っ

願が
ん

に
よ
り
、
龍
岡
（
現
文
京

区
）
に
住
ん
で
い
た
小
柴
長
雄
な
る
人
物
に

書
か
せ
た
こ
と
が
末
文
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。「

縁
起
」
を
見
て
い
く
と
、
①
西
誉
蓮
入

法
師
の
出
自
・
修
行
、
②
入
定
の
経
緯
と
目

的
、
③
「
縁
起
」
作
成
の
経
緯
、
と
大
き
く

三
つ
の
内
容
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
以
下
に

そ
れ
ぞ
れ
を
見
て
い
き
ま
す
。

「
縁
起
」
冒
頭
で
は
、
西
誉
蓮
入
法
師
の

出
自
と
持
宝
院
で
の
修
行
の
様
子
が
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
誉
蓮
入
法
師
は
、「
奥
州
塩
釜
」（
現
宮

城
県
塩
竃
市
）
の
出
身
で
あ
り
、
持
宝
院
八

世
法
印
秀
快
が
住
職
で
あ
っ
た
際
に
、
同
院

に
寄
宿
し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
は

「
故ゆ

え

あ
り
て
当
寺
に
寄
宿
す
」
と
あ
る
の
み

で
明
確
な
理
由
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

秀
快
よ
り
弘
法
大
師
空
海
の
作
と
す
る
本

尊
の
薬
師
如
来
、
光
大
不
動
明
王
の
霊れ

い

験げ
ん

を

聞
い
た
西
誉
蓮
入
法
師
は
、
こ
れ
に
応
え
て
、

同
院
に
留
ま
っ
て
心
を
込
め
て
修
行
す
る
中

で
、
両
尊
（
薬
師
如
来
、
光
大
不
動
明
王
）

よ
り
、
真
言
の
深
意
を
得
ま
し
た
。
こ
の
様

を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
々
は
西
誉
蓮
入
法

師
に
帰き

依え

し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
誉
蓮
入
法
師
の
入
定
の
経
緯
と
目
的

さ
ら
に
「
縁
起
」
は
、
西
誉
蓮
入
法
師

が
入
定
を
果
た
し
た
経
緯
と
目
的
を
記
し
ま

す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
七
日
間
に
及
ぶ
断
食

を
終
え
た
西
誉
蓮
入
法
師
の
眼
前
に
現
れ
た

両
尊
は
、「
汝
丹
誠
之の

三
蜜（

密
）
法
に
依
て
諸
人

乃の

救
法
を
授
へ
し
」
と
、三
密
法
に
よ
る
人
々

の
救
済
を
西
誉
蓮
入
法
師
に
行
う
よ
う
に
求

め
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、「
梵ぼ

ん

文ぶ
ん

」（
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
）
に
よ
る
「
疫
病
退
除
守
護
之の

蜜（
密
）

真
言
」
が
授
け
ら
れ
、
こ
れ
を
病
人
に
与

え
る
こ
と
で
、「
平
癒
」
し
な
い
も
の
は
な

い
と
の
示じ

現げ
ん

を
得
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
西
誉
蓮
入
法
師
は
病
人
に

真
言
を
授
け
続
け
た
と
こ
ろ
、「
諸
人
惣
平

癒
」
と
人
々
の
病
が
癒
え
ま
し
た
。
利り

益や
く

を

得
た
在ざ

い

家け

の
信
者
は
、
い
っ
そ
う
信
心
を
篤

図１ 「紙本墨画 西誉蓮入像」
（持宝院蔵）

図２ 「軸箱」部分（持宝院蔵）

図３  「西誉蓮入法師入定縁起」（持宝院蔵）



7

く
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
西
誉
蓮
入
法
師
は
、「
信
心
之の

輩
」
に
念
仏
を
勧
め
る
一
方
で
、自
身
も
「
念

仏
三
昧
」
の
日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。
不
動

明
王
の
縁
日
で
あ
る
4
月
29
日
、「
断
食
入

定
之の

意
願
」
を
発
願
し
た
西
誉
蓮
入
法
師
は
、

断
食
を
始
め
、「
元
禄
五
年
壬
申
之の

年
五
月

十
八
日
」
を
入
定
日
と
定
め
ま
し
た
。

入
定
に
あ
た
り
、
西
誉
蓮
入
法
師
は
「
今

よ
り
来
世
、
亀
高
村
治
兵
衛
新
田
其そ

の

外ほ
か

他
郷

た
り
共
一
心
信
心
の
輩
に
お
い
て
は
疫
病
及

諸
願
諸
難
退
除
之の

大
願
」
を
誓
う
遺
言
を
残

し
、
一
心
に
信
心
す
る
者
は
、
亀
高
村
・
治

兵
衛
新
田
の
両
村
に
限
ら
ず
、
他
村
の
者
で

も
現げ

ん

当と
う

二に

世せ

（
現
世
と
来
世
）
に
亘わ

た

っ
て
「
疫

病
及
諸
願
諸
難
退
除
」
の
利
益
が
あ
る
と
し

ま
し
た
。

永
尊
に
よ
る
「
縁
起
」
作
成
の
目
的

「
縁
起
」
後
半
で
は
、
作
成
の
目
的
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
永
尊
は
、
西
誉
蓮
入
法
師

の
入
定
か
ら
1
世
紀
を
経
て
、「
蓮
入
霊
神

之の

意
願
も
月
往
年
去
ぬ
れ
ハ
、
後
人
音
事
稀

に
し
て
空む

な
し

く
、
意
願
乃の

終つ
い

な
ん
事
を
お
と（

そ
）

る
」

と
、
西
誉
蓮
入
法
師
の
「
意
願
」
が
薄
れ
て

い
る
こ
と
に
強
い
懸
念
を
抱
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
永
尊
は
、「
伏
願
ふ
、
両
郷
之の

貴

賤
老
若
男
女
信
心
之の

輩
を
催
し
百
年
遠お

ん

忌き

修

行
せ
ハ
、
供ぐ

仏ぶ
つ

施せ

僧そ
う

軌
即
や
又
ハ
小
因
大
果

の
目
足
也
」
と
、「
百
年
遠
忌
」
を
実
施
す

る
こ
と
で
、
亀
高
村
・
治
兵
衛
新
田
の
人
々

か
ら
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
西
誉
蓮
入
法
師
へ
の

信
仰
を
呼
び
起
こ
す
契
機
と
な
る
こ
と
を
強

く
願
い
ま
し
た
。

「
百
年
遠
忌
」
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
仏

を
供
養
し
て
僧
侶
を
手
厚
く
も
て
な
す
こ
と

（「
供
仏
施
僧
」）
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
小

さ
な
（
さ
さ
や
か
な
）
こ
と
と
し
て
も
、
大

き
な
果
報
が
得
ら
れ
る
の
で
大
切
な
こ
と
で

あ
る
（「
小
因
大
果
の
目
足
」）
と
述
べ
て
い

ま
す
。

「
報
恩
施せ

入に
ゅ
う」

を
行
う
こ
と
で
、「
現
世
ニ

ハ
疫
病
消
除
子
孫
繁
栄
福
寿
増
長
之の

快
楽
を

得
、
後ご

世せ

ハ
罪
障
消
滅
し
一
仏
浄
土
無
上
菩

提
を
証
せ
ん
」
と
、
現
当
二
世
に
亘
る
利
益

を
強
調
し
な
が
ら
、「
願
は
く
ハ
信
心
男
女

多
少
に
よ
ら
す
施
入
之の

志
を
希こ

ふ
」
と
、
持

宝
院
へ
の
「
施
入
」
を
呼
び
掛
け
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

「
西
誉
蓮
入
入
定
墳
の
碑
」

こ
う
し
た
永
尊
の
目
的
は
、
31
年
後
に
両

村
の
講
中
に
よ
る
図
4
「
西
誉
蓮
入
入
定
墳

の
碑
」（
以
下
、「
入
定
墳
の
碑
」）
の
建
立

と
し
て
結
実
し
ま
し
た
。
建
立
に
あ
た
っ
て

「
縁
起
」
で
は
、
西
誉
蓮
入
法
師
の
「
百
年

之の

法
楽
」（
百
年
忌
）
を
契
機
に
し
た
と
あ

り
ま
す
。

現
在
の
持
宝
院
の
本
堂
裏
に
は
、
西
誉
蓮

入
法
師
の
塚
の
上
に
建
て
ら
れ
た
と
見
ら
れ

る
「
入
定
墳
の
碑
」
が
あ
り
ま
す
。
文
政
6

年
（
1
8
2
3
）
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、

石
は
自
然
石
で
す
。
碑
文
に
は
以
下
の
よ
う

に
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
正　

面
）
入
定
墳

（
背　

面
）  

今
文
政
六
年
癸
未
夏
五
月
建こ

れ

之を
た
つ

両
村
講

（
右
側
面
）
元
禄
五
壬
申
歳
五
月
十
八
日

こ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
両
村
」
と
は
、

持
宝
院
が
あ
る
亀
高
村
と
そ
の
隣
村
の
治
兵

衛
新
田
を
示
し
て
い
ま
す
。
入
定
塚
に
つ
い

て
は
、
文
政
4
年
（
1
8
2
1
）
に
成
立
し

た
『
葛
西
志
』
で
は
、「
入
定
塚　

観
音
堂

の
側
に
あ
り
、
塚
上
に
石
地
蔵
を
建
、
西
誉

蓮
入
沙し

ゃ

門も
ん

の
、
入
定
せ
し
処
と
云
」
と
あ
り
、

西
誉
蓮
入
法
師
の
入
定
の
の
ち
に
塚
が
築
か

れ
、
そ
の
上
に
「
石
地
蔵
」
が
建
て
ら
れ
た

と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
同
11
年
（
1
8
2
8
）
に
作
成

さ
れ
た
官
撰
の
地
誌
で
あ
る
『
新し

ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』
に
も
、「
入
定
塚
〈
元
禄
五
年
五

月
十
八
日
西
誉
蓮
入
と
云
僧
入
定
せ
し
塚
な

り
〉」
と
の
記
載
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
入
定
墳
の
碑
」
の
建
立
は
、
西
誉
蓮
入

法
師
の
入
定
信
仰
が
、
入
定
後
一
世
紀
を
経

て
も
な
お
、
地
域
の
人
々
の
信
仰
対
象
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

戦
前
に
記
さ
れ
た
『
砂
町
誌
』（
1
9
2
6

年
）、『
城
東
区
史
稿
』（
1
9
4
1
年
）
に
は
、

西
誉
蓮
入
法
師
の
命
日
に
入
定
尊
会
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
会
は
、
現
在
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て

お
り
、
西
誉
蓮
入
法
師
へ
の
信
仰
は
、
時
を

超
え
て
地
域
の
信
仰
と
し
て
根
付
い
て
い
ま

す
。戦

時
、
砂
町
一
帯
は
空
襲
に
よ
る
被
害
を

受
け
、
寺
社
も
消
失
し
ま
し
た
。
ご
住
職
の

お
話
に
よ
る
と
、
御
祖
母
様
が
戦
火
を
く
ぐ

り
抜
け
な
が
ら
、「
過
去
帳
」・「
自
画
像
」・「
縁

起
」
等
を
抱
え
て
位
牌
堂
（
当
時
と
し
て
は

珍
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
）
に
避
難
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
し
た
。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
地
域
の
記
憶
は
薄

れ
て
い
き
ま
す
が
、
文
化
財
の
存
在
に
よ
り
、

こ
う
し
た
記
憶
は
留
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

謝
辞聞

取
り
に
あ
た
り
、
持
宝
院
住
職
板
橋
賢

英
氏
に
ご
対
応
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

図4 「西誉蓮入入定墳の碑」（持宝院蔵）
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（
5
頁
の
つ
づ
き
）

そ
ん
な
中
、
令
和
3
年
10
月
に
、
御み

祖お
や

神

社
（
足あ

立だ
ち

山さ
ん

妙み
ょ
う

見け
ん

宮ぐ
う

／
福
岡
県
北
九
州
市
小こ

倉く
ら

北
区
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
、
十
二
花

堂
商
店
製
の
お
み
く
じ
の
自
販
機
が
同
境け

い

内だ
い

で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
ア
ッ
プ
さ
れ

ま
し
た
。
自
販
機
は
基
本
木
製
で
、
亀
戸
天

神
社
の
絵
葉
書
の
も
の
と
は
形
状
が
違
い
ま

す
が
、正
面
に
は
ル
ビ
付
き
で「
御お

神み

鬮く
じ

」（
写

真
4
右
）、
側
面
に
「
明
治
三
拾
九
年
三
月

吉
日
」
の
陰
刻
銘
が
あ
り
ま
す
（
写
真
4
中

央
）。
正
面
上
方
右
手
の
硬
貨
投
入
口
、
同

下
端
の
取
り
出
し
口
は
金
属
製
の
パ
ー
ツ
が

付
き
、
後
者
に
は
輪
花
形
の
枠
内
に
「
十
二

花
堂
商
店　

SELF-SELLIN
G BO

X
.

」

「
自
動
器
専
売
元
」「
大
阪
新
蛭
子
橋
」
の
陽よ

う

鋳ち
ゅ
う

銘め
い

が
あ
り
ま
す
（
写
真
4
左
）。

自
販
機
の
設
置
期
間
に
つ
い
て

最
後
に
、
亀
戸
天
神
社
に
お
け
る
こ
れ
ら

自
販
機
の
設
置
期
間
に
つ
い
て
検
討
を
試
み

江
東
区
で
は
、
区
の
歴
史
や
文
化
へ
の
理

解
を
図
り
、
文
化
財
愛
護
活
動
の
地
域
リ
ー

ダ
ー
を
養
成
す
る
目
的
で
、
昭
和
60
年
度
か

ら
文
化
財
保
護
推
進
員
講
習
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
状
況
を
考
慮
し
、
講
習
会
自

体
を
中
止
と
し
ま
し
た
が
、
本
年
度
は
受
講

生
の
定
員
を
30
名
か
ら
15
名
に
制
限
し
た
う

え
、
5
月
に
開
講
し
、
12
月
に
は
無
事
に
修

了
式
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

講
習
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
に
、
実
際
に

現
地
に
赴
い
て
区
の
歴
史
や
文
化
財
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
「
文
化
財
め
ぐ
り
」
が
あ

り
ま
す
。
今
年
度
は
、
ゆ
か
り
の
あ
る
渋
沢

栄
一
を
取
り
上
げ
、
宅
跡
や
彼
が
関
わ
っ
た

工
場
（
会
社
）
を
組
み
込
ん
だ
、以
下
の
ル
ー

ト
を
設
定
し
ま
し
た
。
な
お
、
解
説
は
例
年
、

文
化
財
保
護
推
進
協
力
員
が
行
い
ま
す
が
、

帯
同
人
数
を
減
ら
す
た
め
、
文
化
財
専
門
員

2
名
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

解
説
ス
ポ
ッ
ト
に
つ
い
て

深
川
東
京
モ
ダ
ン
館
（
集
合
・
出
発
）
→

①
渋
沢
栄
一
宅
跡
（
永
代
2
︱
37
）
→
②
福

住
稲
荷
神
社
（
同
）
→
③
浅
野
工
場
跡
（
清

澄
1
︱
2
）
→
④
伊い

勢せ

勝か
つ

白し
ろ

煉れ
ん

瓦が

製
造
所
跡

（
同
）
→
清
澄
公
園
（
解
散
）

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
絵
葉
書
の
発
行

年
代
は
、
宛
名
面
の
型
式
か
ら
明
治
33
年
〜

大
正
7
年
と
お
お
よ
そ
の
年
代
が
把
握
で
き

ま
す
。
設
置
年
は
金
水
堂
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
新
聞
記
事
か
ら
明
治
34
年
以
降

と
い
う
こ
と
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
十
二
花

堂
商
店
の
も
の
に
つ
い
て
は
写
真
2
の
日
付

印
か
ら
明
治
39
年
（
1
9
0
6
）
9
月
4
日

以
前
に
は
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

自
販
機
が
撤
去
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て

は
、
自
販
機
脇
の
柵
の
形
状
が
ヒ
ン
ト
と
な

り
ま
す
。
自
販
機
の
置
か
れ
た
時
期
は
、
支

柱
・
横
の
材
と
も
に
木
製
で
す
が
、
写
真
5

（
1
9
1
3
年
2
月
12
日
の
日
付
印
）
を
含

め
た
そ
れ
以
降
発
行
の
絵
葉
書
を
見
る
と
、

支
柱
は
木
製
で
す
が
、
横
の
材
が
紐
状
の
も

の
に
変
更
さ
れ
、
周
り
の
草
類
が
ほ
と
ん
ど

無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
変
化
は
、
明
治

43
年
8
月
の
水
害
被
災
後
の
境
内
再
整
備
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
販
機
の
設
置
順

は
不
明
な
が
ら
、
設
置
期
間
は
長
く
て
も
明

治
34
年
か
ら
同
43
年
頃
ま
で
と
推
定
さ
れ
ま

す
。今

回
、
磐
梨
眞
穂
様
（
御
祖
神
社
禰
宜
）

よ
り
写
真
3
点
（
写
真
4
）
の
提
供
お
よ
び

ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

①
は
明
治
9
年
に

近
江
屋
喜
左
衛
門
邸

を
渋
沢
が
購
入
・
改

修
し
、
同
21
年
ま
で

住
ん
で
い
ま
し
た
。

同
30
年
、
敷
地
内
に

澁
澤
倉
庫
部
（
現
澁

澤
倉
庫
株
式
会
社
）
を
創
業
し
、
現
在
ま
で

続
い
て
い
ま
す
。

②
は
喜
左
衛
門
邸
だ
っ
た
頃
か
ら
存
在

し
、
澁
澤
倉
庫
部
が
創
業
さ
れ
る
と
同
社
の

守
護
神
と
な
り
、
昭
和
5
〜
6
年
に
社
殿
等

が
整
備
さ
れ
、「
石
造
鳥
居　

昭
和
5
年
在
銘
」

（
区
有
形
文
化
財
）
な
ど
が
今
に
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

③
は
渋
沢
と
浅
野
総
一
郎
の
共
同
出
資
に

よ
り
明
治
17
年
に
設
立
さ
れ
た
民
間
セ
メ
ン

ト
工
場
跡
で
す
。
現
地
に
は
「
フ
レ
ッ
ト
ミ

ル
粉
砕
機
ロ
ー
ラ
ー
」
や
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト

方
塊
」（
と
も
に
区
有
形
文
化
財
）
な
ど
が

置
か
れ
て
い
ま
す
。

④
は
③
の
東
隣
で
、
明
治
17
年
に
西
村
勝

三
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
耐
火
煉
瓦
の
製
造

工
場
で
し
た
。
同
20
年
に
品
川
に
移
転
す
る

ま
で
の
短
い
期
間
操
業
し
て
い
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
当
日
は
雨
天
の
た
め
、
モ

ダ
ン
館
で
の
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
た
講
義
と
な

り
ま
し
た
が
、
終
了
後
に
雨
脚
が
弱
ま
っ
た

た
め
、
希
望
者
の
み
を
引
率
し
①
②
を
め
ぐ

り
ま
し
た
。�

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

文
化
財
め
ぐ
り

〜
渋
沢
栄
一
と
深
川
の
近
代
産
業
〜

文
化
財
保
護
推
進
員
講
習
会

写真5
絵葉書「（東京名所）

亀井戸天満宮」
右上：自販機のあった場所
左下：日付印
（ともに部分拡大）

講義の様子（深川東京モダン館）


